
議案第49号 

 

備前市美術館設置に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

 

備前市美術館設置に伴う関係条例の整備に関する条例を次のとおり制定する。 

 

 

令和6年3月22日 

 

備前市長  村 武 司 

 

 

 

 

 

備前市条例第 号 

 

備前市美術館設置に伴う関係条例の整備に関する条例 

 

(備前市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正) 

第1条 備前市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年備前

市条例第51号)の一部を次のように改正する。 

別表中「備前焼ミュージアム運営協議会委員」を「備前市美術館運営協議会委員」に、「備

前焼ミュージアム美術品等評価委員」を「備前市美術館美術品等評価委員」に改める。 

(備前市の基金の処分の特例に関する条例の一部改正) 

第2条 備前市の基金の処分の特例に関する条例(平成17年備前市条例第82号)の一部を次のよ

うに改正する。 

第1条第19号を次のように改める。 

(19) 備前市美術館美術品購入基金条例(令和6年備前市条例第 号) 

(備前市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正) 

第3条 備前市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年備前市条例第55

号)の一部を次のように改正する。 

別表中「備前焼ミュージアム館長」を「備前市美術館館長」に改める。 

(備前市立備前焼ミュージアム設置条例等の廃止) 

第4条 次に掲げる条例は、廃止する。 
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(1) 備前市立備前焼ミュージアム設置条例(平成27年備前市条例第38号) 

(2) 備前市立備前焼ミュージアム美術品購入基金条例(平成28年備前市条例第30号) 

附 則 

この条例は、備前市美術館条例(令和6年備前市条例第 号)の施行の日から施行する。 
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